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利根川水系の浄水場におけるホルムアルデヒド検出事案の調査結果について

このことについて、群馬県、高崎市、埼玉県が共同して原因究明のための調査を

行ったところ、次のとおり、埼玉県本庄市に所在するＤＯＷＡハイテック(株)（以

下「Ｄ社」と記す。）が、高崎市内の産業廃棄物処理業者（Ａ社）に委託した、高濃

度のヘキサメチレンテトラミン（以下「ＨＭＴ」と記す。）を含む廃液の処理が、原

因である可能性が高いと推定しました。

１ Ａ社におけるＨＭＴを含む廃液の処理調査結果について

(1) 廃液の受け入れと処理（既発表）

Ａ社（処理形態：中和処理後、河川放流）は、Ｄ社からＨＭＴを含む廃液

を、計６５．９１トン受け入れ、５月１０日～１９日の間で中和処理を行い、

処理水を新柳瀬橋上流で烏川に合流する排水路に放流した。

月 日 受入量（トン） 処理量（ｍ
3
）

５月１０日 ９．７２ ６．５

９．３２

５月１１日 ７．５

５月１２日 １．０

５月１４日 ９．６（旧） ３．０

５月１５日 ９．２７ ８．０

５月１６日 ９．４６ ８．０

５月１７日 ９．５２ ８．５

５月１８日 ９．０２（旧） ９．０

５月１９日 １．０

※「（旧）」とは、Ｄ社の「旧ライン」から排出された廃液。

(2) 廃液の性状

埼玉県が検査を行った結果、Ｄ社の新ラインから排出された廃液を塩素処

理した後のホルムアルデヒド濃度は、５６０ g ／Ｌであることが判明した。

(3) Ａ社の施設におけるＨＭＴ処理可能性

埼玉県が、Ａ社が自社施設で使用している薬剤の提供を受け、実験的に

Ａ社の処理条件を再現し、Ｄ社から提供を受けた廃液の処理を行ったところ、

ＨＭＴは最大でも４割程度しか分解されないことが確認された。



(4) 下流域の浄水場におけるホルムアルデヒド検出状況

烏川新柳瀬橋から利根大堰までの流達時間は、概ね２０時間程度と推定さ

れる。

利根川下流の浄水場でホルムアルデヒドの検出が確認されたのは、本年５

月１４日～５月２０日の間で、それ以前においては確認されていない。また、

５月２０日を最後に浄水場ではホルムアルデヒド「不検出」の状況が続いて

いる。

以上から、Ａ社が、５月１０日～１２日、１４日～１９日に行った廃液の処理

で、相当量のＨＭＴが分解処理されず烏川に放流された可能性が高く、このこと

が、利根川水系の複数の浄水場でホルムアルデヒドが検出された事案と関連性が

高いと推認されます。

２ 事業所の立入り調査の結果（既発表）

ＨＭＴを扱っている県内のその他の事業所については、５月２５日に、３事業

者に対し立入り調査を実施した結果、ＨＭＴの使用状況、処理方法、排出方法、

事故の有無等について、異常は認められませんでした。事業所排水を検査した結

果についても、異常はありませんでした。また、Ｄ社から廃液の処理を受託して

いた高崎市内の産業廃棄物処理業者２社に対し、廃棄物処理法第１８条に基づく

報告、並びに立入り調査を行った結果、Ａ社以外の１社については、処理後物全

量を県外の産業廃棄物処理業者に委託し、焼却処理を行っていることが確認され

ています。

３ 今後の対応

(1) 県内で、ＨＭＴを扱っている５事業所（製造業３社、廃棄物処理業２社）の

うち、Ａ社を除く４事業所については、これまでにＨＭＴの取り扱いについて

問題がないことを確認しました。Ａ社については、５月１９日以降、Ｄ社の廃

液を受け入れておらず、今後も受け入れないことを確認しています。

また、６月１日付けで、県内の事業者団体等に対しＨＭＴの適正な管理等に

ついて文書で要請しました。

再発防止に向けた県内の対策が終えたことから、５月２０日から行ってきた

河川の定点監視については、６月７日をもって終了します。

なお、東部地域水道については、下流都県と連携しながら、当面検査を継続

します。

(2) 今回の水質事故の背景には、ＨＭＴに対する法規制がなかったことが挙げら

れることから、関東地方知事会で、国に対して法整備の要望を行うなど再発防

止に向け必要な措置を講じていきます。


